
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  相続税法の改正 

Ｑ：相続税法が改正されたそうですが、ど

のようになったのですか？ 

 

Ａ：次のような点が、改正になりました。 

【解説】 

昨年の12月２日に改正があり、相続税法が

次のように改正されました。 

 ①当初申告要件の見直し 

相続税や贈与税では、最初に提出した申告

書に、一定の特例を受ける旨の記載がない

とその特例が受けられないものがあります

が、今回の改正では、次の特例については、

修正申告書や更正の請求書にその制度の適

用を受ける旨その他一定の事項を記載した

書類等の添付がある限り、認められること

となりました。ただし、これら以外の特例、

たとえば、小規模宅地等の特例などについ

ては、今までどおり、当初の申告を修正申

告や更正の請求で変更することが認められ

ていませんので注意してください。 

イ)配偶者に対する相続税額の軽減 

ロ)贈与税の配偶者控除 

 ②贈与税の更正の請求期間の延長 

  贈与税の更正の請求(税額計算等に誤りが

あり、納付税額が過大になっている場合に

税額を返還してもらう手続き)をすること

ができる期間が６年(改正前は１年)に延長

されました。 
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